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メットライフ・インク（以下「メットライフ」）は７月１日、同社とシティグ
ループとの間で本年１月 31 日に発表された買収契約に基づき、シティインシュ
アランス・インターナショナル・ホールディングス・インク（以下「シティイ
ンシュアランス」）を取得したことを発表しました。 

具体的には、メットライフの直接子会社であるメットライフ・インターナショ
ナル・ホールディングス・インクがシティインシュアランスを所有することに
より、同社をメットライフグループ傘下の会社としました。 

  ※シティインシュアランスの社名は、今後変更される見込みです。 

当社は、三井住友海上火災保険株式会社（以下「三井住友海上」）51％、シテ
ィインシュアランス 49％出資の会社であります。当社の直接の株主に変更はあ
りませんが、上記取引ならびに三井住友海上とシティインシュアランス、メッ
トライフ間の合意（５月２７日付）に基づき、当社は、７月１日付で、三井住
友海上と米国メットライフの合弁会社になりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は、三井住友海上と米国メットライフ・インクの合弁会社となりました 

平成１７年７月１日より 平成１７年６月３０日まで 

三井住友海上 シティグループ

シティインシュアランス

100% 

ﾒｯﾄﾗｲﾌ･ｲﾝｸ 

三井住友海上ｼﾃｨｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ生命 

５１％

４９％ 

シティインシュアランス 

ﾒｯﾄﾗｲﾌ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

三井住友海上

100% 

100% 

三井住友海上ｼﾃｨｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ生命 

５１％ 

４９％ 



 

なお、本件に伴う当社の経営陣の変更はありません。 

また、現在ご加入いただいておりますご契約には、何ら変更はございません。 

当社は、三井住友海上からの全面的なバックアップを継続して受けながら、個
人分野で米国最大の生命保険会社であるメットライフの経験・ノウハウを積極
的に取り入れ、顧客サービスや商品開発をさらに充実させ“日本で最高のサー
ビスを提供する個人年金保険専門会社”を目指してまいりますので、ご期待く
ださい。 

なお、７月１日以降も、現在の「三井住友海上シティ生命」の社名で営業を継
続いたしますが、今後、必要な手続きと関係監督当局の承認を経て、下記新社
名への変更を予定しています。 

 

【新社名】三井住友海上メットライフ生命保険株式会社 

［英文名］Mitsui Sumitomo MetLife Insurance Co.Ltd. 

 

 

【ロゴ】 
 

 

 

 

 

以 上 
 

 



 （ ※ 億円未満は、四捨五入しております。） 


